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議案第６４号 

 

   狭山市立学童保育室条例の一部を改正する条例 

 狭山市立学童保育室条例（昭和４７年条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表狭山市立入間学童保育室の項を削り、同表中 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

 

改める。 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

  平成２２年９月１日提出 

 

         狭山市長 仲 川 幸 成 

 

 

提案理由 

 狭山市立入間学童保育室及び狭山市立水野学童保育室を廃止し、狭山市立入間野学

童保育室の名称を改め、新たに狭山市立南第一学童保育室、狭山市立南第二学童保育

室及び狭山市立入間野第二学童保育室を設置したいので、この案を提出するものであ

る。 

狭山市立水野学童保育室 狭山市大字水野８９１番地４ ５０人 

狭山市立南第一学童保育室 狭山市大字水野８１５番地１ ５０人 

狭山市立南第二学童保育室 狭山市大字水野８１５番地１ ３０人 

狭山市立入間野学童保育室 狭山市大字北入曽９８０番地 ５０人 

狭山市立入間野第一学童保
育室 

狭山市大字北入曽９８０番地 
 

５０人 
 

狭山市立入間野第二学童保
育室 

狭山市大字北入曽９８０番地 
 

５０人 
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